
















































































































































































令和 4 年８月 31 日 

北海道電力株式会社 

－1－ 

泊発電所３号炉 審査取りまとめ資料 

比較対象プラントの選定について 

本資料は、泊発電所３号炉（以降、「泊３号炉」という。）のプラント側審査において地震・

津波側審査の進捗を待つ期間があったことを踏まえた、審査取りまとめ資料（以降、「まとめ

資料」という。）の比較対象プラントの選定について整理を行うものである。 

⚫ 整理を行う経緯は、以下の通り

➢ 泊３号炉のプラント側審査が地震・津波側審査の進捗待ちとなった期間において、他

社プラントの新規制基準適合性審査が実施され、まとめ資料の充実が図られた。

➢ 泊３号炉が、まとめ資料一式を提出した 2017年 3月時点での新規制基準適合性審査

は PWRプラントが中心であったが、現在は BWRプラントが中心となっており、そ

れぞれの炉型の審査結果が積み上がった状況にある。

➢ 泊３号炉は PWR であり、PWR 特有の設備等を有することから、まとめ資料に先行

の審査内容を反映する際には、単純に直近の許可済み BWRプラントを反映するので

はなく、適切な比較対象プラントを選定した上で反映する必要がある。

⚫ 比較対象プラントを選定する考え方は、以下の通り。

【基準適合に係る設計を反映するために比較するプラント（基本となる比較対象プラント）

選定の考え方】 

各条文・審査項目の要求を満たすための設備構成・仕様、環境、運用を踏まえ、許可済

みプラントの中から、新しい実績のプラントを選定する。具体的には以下の通り。 

✓ 炉型に拠らず共通的な内容については、泊３号炉の地震・津波側審査が進捗した時

点（2021年 7月）で直近に許可済みであった女川２号炉を比較対象として先行審査

知見の取り込みを行う。なお、同時期に審査が行われ、女川２号炉に次いで許可を

受けた島根２号炉については、女川２号炉と島根２号炉の差異を確認し、島根２号

炉との差異の中で泊３号炉の基準適合を示すために必要なものは反映する。

✓ 炉型固有の設備等を有する場合については、PWR プラントの新規制基準適合性審

査の最終実績である大飯３/４号炉を選定する。

✓ 個別の設計事項に相似性がある場合（例えば３ループ特有の設計等）、大飯３/４号

炉以外の適切なプラントを選定する。

【先行審査知見※１を反映するために比較するプラント選定の考え方】 

炉型に拠らないことから、まとめ資料を作成している時点で最新の許可済プラントと

する。具体的には以下の通り。 

✓ 泊３号炉の地震・津波側審査が進捗した時点（2021年 7月）で直近に許可済みであ

った女川２号炉を比較対象として先行審査知見の取り込みを行う。なお、同時期に
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審査が行われ、女川２号炉に次いで許可を受けた島根２号炉については、女川２号

炉と島根２号炉の差異を確認し、島根２号炉との差異の中で泊３号炉の基準適合を

示すために必要なものは反映する。 

※１ 主な事項は、以下の通り

✓ これまでの審査の中で適正化された記載

✓ 基準適合性を示すための説明の範囲、深さ

✓ 設置（変更）許可申請書に記載する範囲、深さ

⚫ 上述に基づく検討結果として、「基準適合に係る設計」と「先行審査知見」を反映するた

めに選定した比較対象プラント一覧とその選定理由を別紙１に、条文・審査項目毎の詳

細を別紙２に示す。

➢ 別紙１：比較対象プラント一覧

➢ 別紙２：比較対象プラント選定の詳細

以上 



別紙1

比較対象 選定理由

大飯３／４号炉 防護対象設備を内包した建屋設計の類似 女川２号炉 女川ー泊ー大飯

女川２号炉 炉型によらず共通の要求に係る条文のため 女川２号炉 女川ー泊ー大飯

女川２号炉 炉型によらず共通の要求に係る条文のため 女川２号炉 女川ー泊ー大飯

女川２号炉 炉型によらず共通の要求に係る条文のため 女川２号炉 女川ー泊ー大飯

女川２号炉
評価ガイドに基づき実施しており，炉型による差異

がすくないため
女川２号炉 女川ー泊ー大飯

大飯３／４号炉 ＰＷＲ固有のプラント設計に基づくものであるため 女川２号炉 女川ー泊ー大飯

女川２号炉

大飯３／４号炉

原子炉施設に共通の要求に係る条文であるため女川

２号炉をリファレンスとする

事故シーケンス選定等PWR固有設計に係る事項につ

いては大飯３／４号炉をリファレンスとする

女川２号炉 女川ー泊ー大飯

大飯３／４号炉
可搬型設備の設計方針や格納容器ベント設備の有無

などPWR固有の設計
女川２号炉 女川ー泊ー大飯

プ

ラ

ン

ト

D

B

基準適合に係る設計を反映するための比較
先行審査知見を反映

するための比較対象
比較表の様式主な審査項目 ステータス

内部溢水（第9条） 概ね説明済み

外部事象

（第6条）

・竜巻に対する設計方針 概ね説明済み

・火山事象に対する設計方針 概ね説明済み

・外部火災に対する設計方針 概ね説明済み

・その他自然現象等に対する設計方針 概ね説明済み

SFP（第16条，第23条） 概ね説明済み

緊急時対策所（第34条）

概ね説明済み（有毒

ガスはバックフィッ

トのため新規説明）

原子炉制御室（第26条）

概ね説明済み（有毒

ガスはバックフィッ

トのため新規説明）

●大飯３／４号炉 ●女川２号炉 ●それ以外の場合

凡例

比較対象プラント一覧



比較対象プラント選定の詳細（DB条文） 
別紙 2 

【２６条：原子炉制御室】 

項目 内容 

基準適合に係る設計を 

反映するために 

比較するプラント 

プラント名 女川２号炉・大飯３／４号炉 

具体的理由 

当該条文は，原子炉施設に共通の要求に係る条文であるため，基本的にはまとめ資料を作

成している時点で最新の既許可プラントである女川２号炉を比較対象として選定する。た

だし，放射性物質の濃度を低減するための設備や被ばく評価における事故シーケンスの選

定が BWRとは異なるため，PWR固有の設計に係る事項については部分的に大飯３／４号炉を

比較対象として選定する。 

先行審査知見を 

反映するために 

比較するプラント 

プラント名 女川２号炉 

反映すべき知見を 

得るための主な方法 

① 比較表による比較：比較表に掲載し，先行審査知見（基準適合上で考慮すべき事項，記

載内容の充実を図るべき点）の比較・整理を行い，その結果，記載内容が充足している

ことを確認した。

② 資料構成の比較※：当該条文のまとめ資料の構成について比較・整理を行い，その結果，

必要と判断した資料を追加することとした。

［事例］別添３（中央制御室への地震及び火災等の影響など）

（当該方法の選定理由） 

① 当該条文は，原子炉施設に共通の要求に係る条文であり，文章構成も類似の部分がある

ことから，比較表形式での比較により先行審査知見の確認が可能なため。

② 資料構成の比較・整理により基準適合の説明のために必要な資料の充足性を確認するこ

とが可能なため。

※ 女川２号炉との資料構成の比較に加え，PWR の先行審査実績の取り込みの総括として，大飯３／４号炉のまとめ資料の作成状況（資料構成と内容）

を条文・審査項目毎に確認し，基準適合性の網羅的な説明に必要な資料が揃っていることを確認する。



女川PSに対する泊PSのまとめ資料及び比較表の作成状況整理表

第26条 原子炉制御室等

    【凡例】  〇：記載あり

        ×：記載なし

      (〇)：本条文の資料の他箇所に記載

      △：他条文の資料などに記載

まとめ資料 比較表

本文 本文 〇 〇

別添1 原子炉制御室について（被ばく評価除く） （別添１）原子炉制御室等（被ばく評価除く）について ○ ○

3．添付資料 （別添３）原子炉制御室等について（補足資料） ʷ ʷ

3.1 中央制御室待避所へ待避する際の対応について × ○
泊ではフィルタベントは実施しないため、中央制御室待避所

等の設備は不要であるため

3.2 配備する資機材の数量について 2. 中央制御室の放射線管理用資機材について ○ ○

3.3 チェンジングエリアについて 3. 中央制御室への汚染の持ち込みを防止する機能（チェンジングエリア）について ○ ○

3.4 中央制御室への地震及び火災等の影響 4. 中央制御室への地震及び火災等の影響 △→〇 〇 他条文の読み込み→当該条文で書き下し

3.5 中央制御室待避所のデータ表示装置（待避所）で確認できるパラメータ × ○
泊ではフィルタベントは実施しないため、中央制御室待避所

等の設備は不要であるため

3.6 中央制御室の共用取止めに伴う中央制御室居住性への影響について × ○ 泊の3号機中央制御室は単号機用に設計している。

3.7 ２号炉重大事故等時の１号及び３号炉における要員の待避先やプラントの対応・

監視について
× ○ 泊ではフィルタベントは実施しないため

別添2 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について （別添２）原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について ○ ○

（別添３）原子炉制御室等について（補足資料）

1. 中央制御室居住性に係る被ばく評価について

添付資料１ 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について 添付資料1-1：中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について

1-1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表 1-1-1 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表 ○ ○

1-2 被ばく評価に用いた気象資料の代表性について 1-1-3 居住性に係る被ばく評価に用いた気象資料の代表性について ○ ○

参考１ 平常運転時における一般公衆の受ける実効線量が増加した理由及びよう素の年

平均地上空気中濃度の最大地点が変化した理由について
× ○

女川では気象資料の変更に伴い敷地境界外における平常時被

ばく評価及び設計基準事故時被ばく評価を見直しているが、

泊では気象資料の見直しは行っていないため。

参考２ 建造物の増設又は移設による大気拡散条件への影響について × ○

女川では気象資料の変更に伴い敷地境界外における平常時被

ばく評価及び設計基準事故時被ばく評価を見直しているが、

泊では気象資料の見直しは行っていないため。

1-3 運転員の交替について 1-1-6 直交替の考え方について ○ ○

1-4 内規※１との整合性について（※１）原子力発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価手法について（内規）

1-1-7 内規＊１との整合性について（＊１：原子力発電所中央制御室の居住性に係

る被ばく評価方法について（内規））
○ ○

【59 条補足説明資料9参照】

添付資料２ 中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価について 添付資料1-2：中央制御室の居住性（重大事故対策）に係る被ばく評価について

2-1 中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価条件表 1-2-1 中央制御室の居住性（重大事故対策）に係る被ばく評価条件表 ○ ×

2-2 事象の選定の考え方について 1-2-2 事故シーケンス選定の考え方について ○ ×

2-3 核分裂生成物の放出割合について 1-2-4 原子炉格納容器への核分裂生成物の放出割合の設定について ○ ×

2-4 放射性物質の大気放出過程について 1-2-12 大気への放出放射能量の推移グラフについて ○ ×

2-5 原子炉格納容器等への無機よう素の沈着効果について 1-2-6 原子炉格納容器等への元素状よう素の沈着効果について ○ ×

2-6 原子炉建屋原子炉棟の負圧達成時間について × ×
泊はPWRであるため非常用ガス処理系は設置しておらず、対

象外。
まとめ資料を作成していない。

2-7 被ばく評価に用いた気象資料の代表性について 1-1-3 居住性に係る被ばく評価に用いた気象資料の代表性について ○ ×

2-8 被ばく評価に用いる大気拡散評価について × ×
泊では添付資料1-1-4および添付資料1-2-1で示している内容

のため

2-9 地表面への沈着速度の設定について 1-2-18 湿性沈着を考慮した地表面沈着速度の設定について ○ ×

2-10 エアロゾル粒子の乾性沈着速度について 1-2-18 湿性沈着を考慮した地表面沈着速度の設定について ○ ×

2-11 有機よう素の乾性沈着速度について × ×

泊では有機よう素についてもエアロゾル粒子と同じ沈着速度

を用いており、保守的な扱いとしている。エアロゾル粒子の

乾性沈着速度については、資料1-2-18にて記載している。

まとめ資料を作成していない。

2-12 マスクによる防護係数について 1-2-15 マスクによる防護係数について ○ ×

2-13 原子炉建屋原子炉棟内の放射性物質からのガンマ線による被ばくの評価方法につ

いて
1-2-13 中央制御室の直接線，スカイシャイン線評価方法について ○ ×

2-14 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による被ばくの評価方法について × × 59条に比較結果を記載するため まとめ資料を作成していない。

2-15 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばくの評価方法について 1-2-17 中央制御室のグランドシャイン線量の評価方法について ○ ×

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。

2-16 室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばくの評価方法について × × 59条に比較結果を記載するため

2-17 大気中に放出された放射性物質の入退域時の吸入摂取による被ばくの評価方法に

ついて
× × 59条に比較結果を記載するため

2-18 原子炉格納容器フィルタベント系排気管内の放射性物質からのガンマ線による被

ばくの評価方法について
× × 泊ではフィルタベントを行わないため対象外。

プラント
まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由

もしくは

記載の充実を図ることとした理由女川 泊
まとめ資料の作成を不要とした理由

泊３号炉 作成状況
比較表を作成していない理由

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。

まとめ資料を作成していない。

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。



女川PSに対する泊PSのまとめ資料及び比較表の作成状況整理表

第26条 原子炉制御室等

    【凡例】  〇：記載あり

        ×：記載なし

      (〇)：本条文の資料の他箇所に記載

      △：他条文の資料などに記載

まとめ資料 比較表

プラント
まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由

もしくは

記載の充実を図ることとした理由女川 泊
まとめ資料の作成を不要とした理由

泊３号炉 作成状況
比較表を作成していない理由

2-19 原子炉運転時の炉心熱出力を定格熱出力に余裕を見た出力とした場合の影響につ

いて
× ×

泊では予め炉心熱出力に余裕を見た出力での評価を行ってい

る（添付資料1-2-1で記載）。

2-20 格納容器雰囲気直接加熱発生時の被ばく評価について × ×
泊では資料シナリオ選定の考え方は資料1-2-2に記載してい

る

2-21 原子炉格納容器の漏えい率の設定について 1-2-9 原子炉格納容器漏えい率の設定について ○ ×

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。

2-22 制御建屋における気密性及び遮蔽性に関するひび割れの影響について × ×
女川では東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ作成している

資料のため、泊では作成不要。

2-23 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について × ×

PWRでは、格納容器からの漏洩は大部分がアニュラスにより

捕集され、原子炉建屋への拡散は少ないため、保守的にエア

ロゾルの捕集効果を無視して評価を行っている。

2-24 原子炉建屋原子炉棟の換気率について × ×

PWRではアニュラス設備により、格納容器から漏洩した放射

性物質は大部分がアニュラスを経由して排気筒から放出され

る。

また、アニュラス部以外の部分から漏洩した放射物質は保守

的にそのまま環境に放出するものとして評価しており、原子

炉建屋を通じての放射性物質の放出パスは仮定していない。

よって、原子炉建屋の換気率については評価対象外である。

2-25 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置及び非常用ガス処理系の要否について × ×

泊（PWR）においては、アニュラス空気浄化設備により放射

性物質の低減を行うが、設備構成の相違によりブローアウト

パネル閉止装置の要求はなく、設置もしていないため、対象

外

2-26 審査ガイド※２への適合状況（※２）実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御

室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

1-2-19 審査ガイド＊２との適合性について（＊２：実用発電用原子炉に係る重大事故

時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド）
○ ×

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。
別添3 運用，手順説明資料 原子炉制御室等 （別添４）原子炉制御室等 ○ ○

（別添３）原子炉制御室等について（補足資料）

1. 中央制御室居住性に係る被ばく評価について

添付資料1-1：中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価について

1-1-2 原子炉冷却材喪失時における再循環開始時間について ○ ○

1-1-4 線量評価に用いる大気拡散の評価について ○ ○

1-1-5 空気流入率試験結果について ○ ○

添付資料1-2：中央制御室の居住性（重大事故対策）に係る被ばく評価について

1-2-5 よう素の化学形態の設定について ○ ×

1-2-7 原子炉格納容器等へのエアロゾルの沈着効果について ○ ×

1-2-8 スプレイによるエアロゾルの除去速度の設定について ○ ×

1-2-10 アニュラス空気浄化設備 空気作動弁の開放手順の成立性について ○ ×

1-2-11 フィルタ除去効率の設定について ○ ×

1-2-14 中央制御室空調装置の閉回路循環運転時における空気作動ダンパ強制開

放手順の成立性について
○ ×

1-2-16 中央制御室滞在時に飲食等のためマスクを外した場合の影響について ○ ×

5. バス等の汚染確認方法について ○ ×

6. 全交流動力電源喪失時の中央制御室設備への給電について ○ ×

7. 酸素濃度，二酸化炭素濃度を踏まえた対応について ○ ×

8. 可搬型照明に求められる照度の考え方について ○ ×

9. 設置許可基準規則59条における可搬型照明の扱いについて ○ ×

○ ○
中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防

護について

中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防

護について

泊独自の資料であるため。

重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料と

して整備されており59条側で比較しているため、26条側では

比較表を作成していない。

まとめ資料を作成していない。



泊３号炉 比較表の作成範囲
２６条 原子炉制御室

別添２

別添１

別添３

本文

資料構成 資料概要 比較表を作成していない理由

本文 設置変更許可申請書本文及び添付書類八に記載す
る内容

別添１ 原子炉制御室を説明した資料

別添２ 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価を説明し
た資料

※ 重大事故時の被ばく評価については、女川では59条の資料とし
て整備されており59条側で比較しているため、26条側では比較
表を作成していない。

別添３ 評価の検討過程で考慮した事項を補足的に整理し
た資料 ※ 泊独自の部分は比較対象外とした。

別添４ 運用，手順を説明した資料

有毒ガス バックフィットの有毒ガス防護に係る設計方針をまと
めた資料（２６条、３４条共通）

添付資料

添付資料

別添２

別添１本文

泊の資料構成 女川の資料構成

有毒ガス

①

① 女川別添１と比較するため、泊別添
３の一部を読み込んで比較

② 女川別添２のうち、添付資料以外の
部分と比較

③ 女川別添３と比較

②

③

有毒ガス

別添４

別添３

泊3号作成範囲

女川2号作成範囲

比較表作成範囲
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